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(57)【要約】
　本発明は、マイクロタイター・プレート・レイアウト
と、個々のサンプル・バイアル（１ａ，ｂ）が垂直方向
に個別に変化可能な機構による水平方向のサンプル導入
とを使用して行われる並行サンプル等温熱量測定に適合
されているサンプル・ホルダ（１）に関する。サンプル
・ホルダ（１）は、サンプル・ホルダ・プレート（２）
と周囲フレーム（３）とを備え、サンプル・ホルダ・プ
レート（２）は多材料低熱容量多層サンドイッチ構造体
から形成されており、周囲フレーム（３）は高熱伝導率
の低熱容量材料から形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロタイター・プレート・レイアウトと、個々のサンプル・バイアルが垂直方向に
個別に変化可能な機構による水平方向のサンプル導入とを使用して行われる並行サンプル
等温熱量測定に適合されているサンプル・ホルダであって、サンプル・ホルダ・プレート
と周囲フレームとを備え、前記サンプル・ホルダ・プレートは低熱伝導率の多材料低熱容
量多層サンドイッチ構造体から形成されており、前記周囲フレームは高熱伝導率の低熱容
量材料から形成されている、サンプル・ホルダ。
【請求項２】
　前記サンプル・ホルダ・プレートは２層以上の低熱伝導性のプラスチック配合物から形
成されている、請求項１に記載のサンプル・ホルダ。
【請求項３】
　前記周囲フレームはアルミニウムから形成されている、請求項１又は２に記載のサンプ
ル・ホルダ。
【請求項４】
　３つ以上のペグによって１つのサンプル・バイアルを保持するように構成されており、
前記３つ以上のペグは前記サンプル・ホルダ・プレートに配置されてサンプル保持プレー
トにおけるバイアル開口部の中を向いており、各ペグは前記サンプル・バイアルとの接触
面を形成し、前記ペグ同士の間の距離により、サンプル・バイアルが前記ペグの間におい
て自由に移動することが可能である、請求項１～３の何れか一項に記載のサンプル・ホル
ダ。
【請求項５】
　ＡＮＳＩ／ＳＢＳ　１－２００４の規格に記載されるものなど標準化されたマイクロタ
イター・プレート・レイアウトの使用によって課されるサイズ制限に従うように構成され
ている、請求項１～４の何れか一項に記載のサンプル・ホルダ。
【請求項６】
　請求項４に記載のサンプル・ホルダに戴置されるように構成されているサンプル・バイ
アルであって、前記サンプル・バイアル上のカラーによって前記ペグ上に戴置されるよう
に構成されている、サンプル・バイアル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロタイター・プレート・レイアウトと、個々のサンプル・バイアルが
垂直方向に個別に変化可能な機構による水平方向のサンプル導入とを使用して行われる並
行サンプル等温熱量測定に適合されているサンプル・ホルダに関する。本発明は、また、
その新規なサンプル・ホルダによって保持されるように構成されているサンプル・バイア
ルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、マイクロタイター・プレート・レイアウトと、個々のサンプル・バイア
ルが垂直方向に個別に変化可能な水平方向のサンプル導入とを使用して行われる並行サン
プル等温熱量測定の一例を開示する。
【０００３】
　水平方向の移動によるサンプルの挿入によって、バイアルの底を介して予加熱／平衡チ
ャンバの温度調節される内面の間での接触が可能となり、熱伝達を生じさせる。バイアル
を測定位置に移すにあたって、該バイアルは熱流感知センサに対して配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００７／１３９４９８号



(3) JP 2016-533510 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　マルチチャネル・プレート形式の等温熱量計装置の個々のサンプル・バイアルは、水平
方向のサンプル導入に基づき、垂直平面において移動することができる必要がある。個々
のバイアルは、サンプル導入のため取り外し可能である必要があり、温度平衡時の支持構
造における可能な差異と、測定時にセンサに対する接触を最大化するための個々の垂直方
向の移動とに順応できる必要がある。
【０００６】
　複数のサンプル・バイアルを配置するプレートは、高速な温度平衡を可能にするべく軽
量である必要があるが、さらに、剛直であるとともに、サンプル間の熱伝達を最小化する
べくサンプル・バイアル及びプレート構造の間の物理的接触面を最小化する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　並行サンプル等温熱量測定に適合されているサンプル・ホルダの観点から、また前述の
問題のうちの１つ以上を解決する目的により、本発明では、サンプル・ホルダはサンプル
・ホルダ・プレートと周囲フレームとを備えること、該サンプル・ホルダ・プレートは低
熱伝導率の多材料低熱容量多層サンドイッチ構造体から形成されていること、また該周囲
フレームは高熱伝導率の低熱容量材料から形成されていることを教示する。
【０００８】
　サンプル・ホルダ・プレートは２層以上の低熱伝導性のプラスチック配合物から形成さ
れていること、また周囲フレームはアルミニウムから形成されていることが提案される。
　本発明では、サンプル・ホルダは３つ以上のペグによって１つのサンプル・バイアルを
保持するように構成されており、該３つ以上のペグはサンプル・ホルダ・プレートに配置
されてサンプル保持プレートにおけるバイアル開口部の中を向いており、各ペグは該サン
プル・バイアルとの接触面を形成すること、該ペグ同士の間の距離により、サンプル・バ
イアルが該ペグの間において自由に移動することが可能であることを教示する。
【０００９】
　サンプル・ホルダは、標準化されたマイクロタイター・プレート・レイアウト（規格；
ＡＮＳＩ／ＳＢＳ　１－２００４に記載されるものなど）の使用によって課されるサイズ
制限に従うように構成され得る。
【００１０】
　本発明は、また、新規なサンプル・ホルダに戴置されるように構成されているサンプル
・バイアルに関する。サンプル・バイアルは該サンプル・バイアル上のカラーによって該
ペグ上に戴置されるように構成されていることが提案される。
【００１１】
　利点
　本発明のサンプル・ホルダ及びサンプル・バイアルの利点は、高熱伝導率の周囲フレー
ムの低熱容量材料は、熱量計の温度平衡チャンバ床と接触するとき、高速な熱伝達をもた
らし、また低熱伝導性のサンプル・ホルダ・プレートのプラスチック配合物は、サンプル
・バイアル間にわずかな熱伝達しかもたらさないことである。
【００１２】
　他の利点は、サンプル・ホルダ及びサンプル・バイアルの組み合わせによって、垂直方
向の移動と、サンプル・バイアル及び熱量計のセンサ又はヒート・チャンバの間の接触と
が個別に順応可能となり、またその組立品の熱容量の最小化とサンプル・バイアル間の熱
流のクロス・コンタミネーションの低減とが可能になることである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】新規なサンプル・ホルダの斜視図。
【図２】サンプル・ホルダにおけるバイアル開口部の簡略化された概略図。
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【図３】サンプル・バイアルの側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のサンプル・ホルダ及びバイアルについて、ここで添付の図面を参照して詳細に
記述する。
　本発明について、ここで、マイクロタイター・プレート・レイアウトと、個々のサンプ
ル・バイアル１ａ，１ｂが垂直方向に個別に変化可能な機構による水平方向のサンプル導
入とを使用して行われる並行サンプル等温熱量測定に適合されているサンプル・ホルダ１
を示す図１を参照して記述する。
【００１５】
　サンプル・ホルダは、サンプル・ホルダ・プレート２と周囲フレーム３とを備える。サ
ンプル・ホルダ・プレート２は、使用するサンプル・バイアル１ａ，１ｂを保持するよう
に構成されている開口部２１，２１，…，２ｎを有する。サンプル・ホルダ・プレート２
は、低熱伝導率の多材料低熱容量多層サンドイッチ構造体から形成されており、周囲フレ
ーム３は、高熱伝導率の低熱容量材料から形成されている。
【００１６】
　サンプル・ホルダ・プレート２は２層以上の低熱伝導性のプラスチック配合物から形成
されてよいこと、また周囲フレーム３はアルミニウムから形成されてよいことが提案され
る。
【００１７】
　図２は、複数のバイアル開口部のうちのバイアル１ｃを保持するように構成されている
１つのバイアル開口部２ｋを示す概略図である。垂直方向にサンプル・バイアル１ｃが自
由に移動するサンプル・ホルダ１を提供する目的により、サンプル・ホルダ１は３つ以上
のペグによって１つのサンプル・バイアル１ｃを保持するように構成されることが提案さ
れており、図示される例示の実施形態においては、４つのペグ４１，４２，４３，４４が
使用される。ペグ４１，４２，４３，４４は、サンプル・ホルダ・プレート２に配置され
てサンプル保持プレート２におけるバイアル開口部２ｋの中を向いており、各ペグ４１，
４２，４３，４４が該サンプル・バイアル４との接触面を形成する。開口部１１の中への
ペグ４１，４２，４３，４４の延長部は、サンプル・バイアル３がペグ４１，４２，４３
，４４の間において自由に移動することが可能である距離をペグ４１，４２，４３，４４
の間に形成するように構成されており、バイアルは垂直方向に個別に変化可能である。
【００１８】
　図３は、新規なサンプル・ホルダ１に戴置されるように構成されている新規なサンプル
・バイアル１ａを示す。バイアル１ａがサンプル・ホルダ１から脱落することを防止する
ために、サンプル・バイアル１ａは該サンプル・バイアル１ａ上のカラー５によって該ペ
グ４１，４２，４３，４４上に戴置されるように構成されることが提案される。
【００１９】
　サンプル・ホルダ１は、標準化されたマイクロタイター・プレート・レイアウト（規格
；ＡＮＳＩ／ＳＢＳ　１－２００４に記載されるものなど）の使用によって課されるサイ
ズ制限に従うように構成され得る。
【００２０】
　本発明は前述及び図示されるそれらの例示の実施形態に制限されないこと、また添付の
特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲内において修正を行うことができること
が理解される。
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【図１】

【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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